
事 務 連 絡 
平 成 26 年 １ 月 ９ 日 

 
 
地方獣医師会会長 各位  
 

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 
専務理事 矢 ケ 崎 忠 夫 

 
 
狂犬病不活化ワクチンの有効期間延長及びシードロット化について 
 

このことについて、平成 26 年１月６日付けの文書をもって、一般財団

法人化学及血清療法研究所、日生研株式会社、株式会社微生物化学研究所

及び松研薬品工業株式会社から、別添のとおり連絡がありました。貴会関

係者に周知方よろしくお願いいたします。 
このたびの連絡は、①上記４社で製造している狂犬病ワクチンについて、

有効期間（製造後、ワクチンを有効に利用できる保存可能期間）が 2 年間

から 3 年間に延長されたこと、②シードロット製剤として承認されたこと

について、本会会員に留意及び周知の依頼をされたものです。 
 

本件のお問合わせ先 
公益社団法人 

日本獣医師会事業担当：笹 川 
  TEL 03－3475－1601 
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